
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

市ＨＰ 
尾島だより

尾島・世良田生涯学習センターより 

お知らせ
◆第４月曜日（祝祭日の場合は翌日）は休館日です。 

今月は 12 月２3 日（月）です。 
◆令和 7 年 4 月分の貸館の申請は 1 月 6 日（月）から

受付いたします。 
◆尾島生涯学習センターは 10 月から令和７年 1 月（予

定）の間は改修工事のため貸館は中止いたします。 
なお、多目的ホールにつきましては令和 7 年 1 月か
ら貸館を再開いたします。

 

場 所　太田市ボランティアセンター 

日 時　午前 10 時～午後 2 時 

　　　 7 日（火）ゲーム 

9 日（木）カラオケ 

14 日（火）韮川民謡会 

16 日（木）アクト☆やまと姫（歌や手遊び） 

21 日（火）よさこい NITTA 

23 日（木）ちゃらんぽらんマジック 

＊参加費無料、お申し込み不要です。 

＊お菓子代 100 円　送迎代 200 円（希望者） 

お問い合わせは下記まで

尾島行政センター（ふれあい相談員)　0276-20-7065

日 時　令和７年１月１４日（火） 

　　　　午後１時～（１時間３０分程） 

会 場　尾島庁舎４階　大会議室 

　　　（太田市粕川町５２０） 

講 師　一般財団法人　群馬地域学研究所 

　　　　代表理事　手島　仁　氏 

対象者　尾島地区在住の方 

定 員　３０人 

入場料　無料（先着順） 

申込み　平日午前８時３０分～午後５時までに 

尾島行政センターへ（事前申込必要） 

主 催　尾島地区区長会

尾島行政センター　0276-52-8862

中国古来の伝統武術を学び、心身の健康増
進を図る。 

日 時　令和７年２月６日(木)～２月２７日(木) 

　　　　毎週木曜日　午前１０時～正午　全４回 

会 場　尾島生涯学習センター 

　第１・２・３研修室 

対象者　市内に在住または在勤の人 

定 員　２０人（超えたら抽選） 

参加費　無料 

申込み　令和 7 年１月８日(水)と９日(木)に二次 

元コードもしくは電話(午前８時３０分～ 

午後５時)で申込み。

 

尾島行政センター　0276-52-8862

＊利用者の距離要件が 1 月から 

なくなります。 

「お買い物クラブ」とは？ 

地域の住民ボランティアが、交通手段がなく買い

物に行けない高齢者を自宅から指定のスーパーマ

ーケットまで送迎する事業です。　　　　　　　 

対 象 者　７０歳以上のみの世帯で徒歩や自転車 

以外の交通手段がなく、介助を必要と 

せずに乗降・買い物ができる方 

対象地域　尾島地区全域 

利用方法　登録制 

利 用 料　無料 

利 用 日　平日の午前中　週 1 回 

あらかじめ指定した曜日・時間　 

※お買い物時間は３０分程度です。 

申込方法　令和７年１月６日（月）～ 

　　尾島行政センターへ直接または電話で 

申し込んでください。

利用者募集の 

詳細はこちら→

尾島行政センター　0276-52-8862

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 税　　目 問合せ先

 固定資産税　第 4 期 
国民健康保険税　第 6 期

収納課 
(47-1820

 後期高齢者医療保険料　第 6 期 医療年金課 
(47-1926

 
介護保険料　第 6 期 介護サービス課 

(47-1948

今回の納税　納期限：12 月 25 日(水) 

新田保健センター　0276-57-2651

そのタバコちょっと待った！！ 

禁煙に踏み出そうとするあなたへ。 

日 時　市 HP をご確認ください。 

　　　（随時相談も可能） 

会 場　各保健センター 

対象者　禁煙の実行を希望する 20 歳以上の市民 

参加費　無料 

内 容　・呼気中一酸化炭素濃度、 

　　　　　尿中ニコチン濃度測定 

　　　　・保健師による禁煙方法のアドバイス 

　　　　・3 ヶ月間の禁煙サポート 

申込み　①各保健センターへ電話で申込み 

　　　　②太田市 LINE で申込み 

太田市 HP「禁煙チャレンジ」詳しくはこちらへ

みんなで徹底しよう「三ない運動」（贈らない、求
めない、受け取らない） 

政治家の寄附は禁止！有権者が政治家に寄附を求
めることも禁止！

選挙管理委員会　0276-47-1111

病気や障がいで治療が受けられず 

困っていませんか？ 

自宅で療養中の方や施設に入所中の方など、歯科医
院に通院できずに困っている方を対象に、歯科医師
が自宅や施設に訪問して治療やケアを行います。 

【利用できる方】 

○病気や障がい等により在宅等で療養している方 

○病気やけが等の治療で入院している方 

○介護施設等に入所している方 

【ご相談・お問い合わせ先】 

太田新田歯科医師会　 

歯科訪問センター 

受付時間：月～金　9:00～17:00

太田新田歯科医師会　0276-45-7320

太田市食生活改善推進員は、地域の食育の推進活動
を行っています。簡単で栄養のバランスの取れたメ
ニューを用意しました。尾島地区の方ならどなたで
も参加できますので、ご参加お待ちしております。 

日 時　令和 7 年 1 月 22 日（水）9 時 30 分から 

会 場　世良田生涯学習センター　調理室 

献 立　きのこごはん、豆腐ナゲット、他 2 品 

対象者　尾島地区在住の方 

定 員　10 名（先着順） 

参加費　200 円 

持ち物　エプロン、三角巾、マスク 

申込み　令和７年 1 月 10 日（金）までに 

太田市食生活改善推進員 

大竹（℡52-2474）へ電話で申込み。 

※不在の場合は留守番電話のメッセージに 

氏名・電話番号を入れてください。

「広報誌「総務省」（2024 年 12 月号）より抜粋」

年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物
をする機会の多いシーズンです。 

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは
もちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求め
ることも、公職選挙法に禁止されています。 

　一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明る
い選挙を実現しましょう。


